越谷市障害者等相談支援事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領

１．業務概要
　業務名
越谷市障害者等相談支援事業業務委託

　募集地区及び履行場所
	地区名
	担当地区
	履行場所

	北部地区
	桜井地区、大袋地区
	対象地区内

	東部地区
	新方地区、増林地区、大沢地区、越ヶ谷地区
	対象地区内

	南部地区
	蒲生地区、川柳地区、大相模地区
	対象地区内

	西部地区
	荻島地区、出羽地区、北越谷地区、南越谷地区
	対象地区内


· 応募は各地区での申請となり、複数の応募申請が可能です。

　対象事業
　越谷市障害者等相談支援事業実施要綱第１条に規定する障害者等相談支援事業（以下、「障害者相談
　支援事業」という。）

　委託期間
　令和８年（２０２６年）１０月１日から令和１１年（２０２９年）９月３０日まで
· 契約は地区ごとに締結します。（合計４件の契約）
· 法令等に定める事項に違反した場合等、委託を継続することが妥当でないと認める場合には、
業務の委託を取り消す場合があります。

　委託料の額及び支払い方法
（１）委託料限度額
　　【総　　　　額：３６か月分】　１１７，４８０，０００円（税込み）
１０６，８００，０００円（税抜き）
【２０２６年度：　６か月分】　　１７，８００，０００円
【２０２７年度：１２か月分】　　３５，６００，０００円
【２０２８年度：１２か月分】　　３５，６００，０００円
【２０２９年度：　６か月分】　　１７，８００，０００円

　（２）支払い方法
　　　完了払（毎月払）　※契約後の２０２６年１０月分からの支払いとなります。

２．参加資格
　募集する地区において、越谷市障害者等相談支援事業を運営できる法人で、契約締結時に越谷市物品購入等入札参加資格者名簿に登載があり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５１条の１９の規定による指定一般相談支援事業者の指定又は法第５１条の２０の規定による指定特定相談支援事業者の指定を受けた法人であり、次に該当するものであること。
（１）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれにも該当しない者であること。
（２）参加申込書当受付の締切日から契約締結までの期間に、越谷市の契約に係る指名停止等の措置要綱（平成３０年告示第３４９号）に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
（３）参加申込書当受付の締切日から契約締結までの期間に、越谷市の締結する契約から暴力団排除措置に関する要綱（平成９年告示第８号）に基づく除名除外措置を受けていない者であること。
（４）参加申込書当受付の締切日から契約締結までの期間に、越谷市競争入札参加資格業者実態調査実施要綱（平成２６年告示第２０２号）に基づく入札参加制限措置を受けていない者であること。
（５）参加申込書当受付の締切日から契約締結までの期間に、国又はほかの地方公共団体のうち、その行政区域に越谷市を含む発注機関から指名停止措置又は指名除外措置を受けている者であり、市長が特に本プロポーザルに参加させることが適当と認める者であること。
（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者にあっては、会社更生法又は民事再生法に基づく裁判所からの厚生手続開始又は再生手続開始の決定がされており、かつ、本市の再審査を受け参加申込締切日において入札参加資格を有する者であること。
（７）個人情報の取扱いについて、適切な安全管理措置を講じている者であること。
（８）本プロポーザルに参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない者であること。

３．募集から事業開始までのスケジュール
	１
	実施要領等の公表
	２０２6年６月１７日（水）

	２
	実施要領等に関する質問の受付
	２０２6年６月１７日（水）
～６月２４日（水）

	３
	実施要領等に関する質問の回答
	２０２6年７月１日（水）

	４
	応募申請書等の提出
	２０２6年７月１日（水）
～７月２４日（金）

	５
	審査選定委員会
（プレゼンテーション等）
	２０２6年８月６日(木)

	６
	審査結果通知
	２０２6年８月１３日（木）

	７
	契約の締結
	２０２6年８月下旬

	８
	委託業務開始
	２０２６年１０月１日（木）


４．選考方式
　公募型プロポーザル方式による選定を行う。提出書類及び提出書類に基づくプレゼンテーションに
よる審査を実施し、越谷市障害者等相談支援事業の目的を最も効果的に達成することができると認め
られるもの１者を応募者の中から選定する。審査結果は書面で通知するものとし、審査結果について
の意義申し立ては受け付けない。

５．選考方法
　審査選定委員会により提出された企画提案書等及び企画提案書等に基づくプレゼンテーションについて、加点による評価を行う。各選定者がのちに掲げる審査項目ごとに評価、採点を行い、合計した点数の最も多い事業者を委託予定業者とする。また、合計得点の最も多い参加事業者が複数となった場合は、事業経費の評価を除いた点数が高い方に決定する。なお、応募申請者が１事業者であっても審査選定委員会において委託事業者としての適否を判断する。また、全ての参加者から適切な提案がない場合（評価項目の合計得点が配点の６０％未満）には、候補者として選定せず、プロポーザルの手続きを中止する。

【評価表】
	審査項目
	審査内容
	配点

	１．運営体制
	職員配置数、運営体制、安全管理体制等
	１０点

	２．事業実績
	法人の実施事業や福祉施設運営等の実績、官公庁の業務受託実績等
	１０点

	３．本事業に対する認識
	事業実施上の重要事項、課題、作業方法等に対する認識の深さ
	２０点

	４．提案内容（事業計画）
	仕様書に記載している本事業の目的に即した提案内容であるか
	２０点

	５．提案の創意工夫・独自性
	提案内容に独自のノウハウや知識が生かしてあるか
	１０点

	６．見積金額
	提出された見積書について、下記※のとおり評価を行う。
	３０点

	合計（満点）
	１００点



※見積金額の評価計算式
３０―{（見積額－委託料限度額の７０％）／委託料限度額 }×１００
なお、１点未満の端数がある場合は、小数点以下を四捨五入する。
また、委託料限度額の７０％を下回る見積額については、３０点とする。


６．実施要領等の配布
配布期間　　令和８年６月１７日（水）から
配布場所　　越谷市ホームページからダウンロードすること

７．質疑方法
質疑期間　　令和８年６月１７日（水）から令和８年６月２４日（水）１７時１５分まで
質疑方法　　質問書（様式５号）を電子メール又は書面（必着）にて提出
回答日時　　令和８年７月１日（水）１５時から
回答方法　　越谷市のホームページ上に掲載いたします。
※質問書の題名や説明要求内容には、特定の企業名や個人名を記入しないこと。

８．提出書類
◎応募申請書及び誓約書（様式第１号、様式第２号）
提出期限　　令和８年７月１日（水）から令和８年７月２４日（金）１７時１５分まで
提出場所　　障害福祉課
提出方法　　郵送又は持参

◎企画提案関係書類
提出期限　　令和８年７月１日（水）から令和８年７月２４日（金）１７時１５分まで
提出場所　　障害福祉課
提出方法　　郵送又は持参
提出書類
（１）企画提案書（任意様式）…６部（正本１部、副本５部（副本は複写可））
　　・企画提案書については、電子媒体（CD-R）も１部提出すること。
　　・企画提案書の合計枚数はＡ４片面換算で、表紙を含めて３０枚以内とすること。
　　　・企画提案書の構成は下記の項目を基本とし、仕様書等を参照のうえ、作成すること。
⑴　会社概要
⑵　運営体制
⑶　事業実績
⑷　本事業における実施方針
⑸　重視すべき課題等
⑹　本業務実施にあたっての工夫等
⑺　その他、上記以外の提案、創意等あれば記載





（２）見積書
　　次に掲げる書類を、正本１部を提出してください。見積書・見積明細書は、提案する地区ごとに件名（地区名）及び社名を記載した封筒に封緘しての提出をお願いいたします。
　①見積書（様式第３号）
　　本件は令和８年度から令和１１年度にかけた長期継続契約となることから、見積書に記載する
金額は、契約期間の合計の金額としてください。見積金額には、貴社が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額（課税事業者は、消費税及び地方消費税を加算した金額）の110分の100に相当する金額を記載してください。
　　また、本件は、労働者（※１）に一定の賃金額（労働報酬下限額）を保証する越谷市公契約
条例の適用案件となります。人件費の積算にあたっては、１時間当たりの賃金（※２）について、
労働報酬下限額（概算）１,２４４円以上とし見積書を作成してください。
※１ 最低賃金法第７条に基づき最低賃金の減額が認められる方は労働報酬下限額の適用対象外
となります。
※２ 最低賃金法第４条第３項各号に掲げる賃金及び時間外等割増賃金は適用範囲外です。
②見積明細書（任意様式）
見積書の金額の内訳を年度ごとに記載してください。
③人件費に関する内訳書（様式第４号）

９．審査選定委員会（プレゼンテーション等）について
　日時　　令和８年８月６日（木）
    　　　※プレゼンテーション２０分以内、質疑応答１０分程度
　　　　　※開催日時及び審査会場等詳細については、応募申請書及び企画提案書等の
提出があった事業者へ個別に通知します。

　【プレゼンテーション留意事項】
　（１）原則非公開で行うものとする。
　（２）説明者は、当該業務に配置を予定する者を含む３名以内とする。
　（３）説明は企画提案書等提出書類に記載した内容に限る。追加資料を用いることは認めない。
　（４）出席しない場合は、参加意思がないものとみなし、評価の対象としないものとする。
　
　１０．失格事由
参加者に次の行為があった場合は、失格（選定対象からの除外）とする
　（１）委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合
　（２）他の参加者と応募提案の内容又はその意思について相談をおこなった場合
　（３）候補者選定終了までの間に、他の参加者に対して応募提案の内容を意図的に開示した場合
　（４）その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為をおこなった場合
　（５）実施要領に定めた内容を遵守しない場合
　（６）提出された企画提案書等に虚偽又は不正があった場合
　（７）企画提案にあたり、著しく信義に反する行為があったと選定委員会が認めた場合
　（８）その他選定委員会が不適合と認める場合

１１．その他
（１）辞退について
　　　書類提出後に辞退する場合には、辞退届（様式第６号）を提出すること。なお、辞退後に
同地区への再応募は認めない。
（２）応募申請書、企画提案書等の作成及び提出に係る費用並びにプレゼンテーションへの
参加費用は、応募法人の負担とする。
　（３）質疑期間以外における質問や応募状況の問い合わせについては応じない。
　（４）提出期限移行における提出資料の差し替え及び再提出は認めない。また、提出書類及び
提出書類に基づくプレゼンテーションの内容については、特段の理由がない限り、委託
期間中の変更は認めない。ただし、傷病、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更
を行う場合には、同等以上の資格、能力を有する者とし、あらかじめ越谷市から承諾を
得るものとする。
　（５）提出書類の取扱い
　　①提出については、如何なる理由でも返却しない。
　　②提出書類は、審査を行う作業に必要な場合において、その一部又は全部を使用（複製、転記
又は複写等）することができるものとする。
　　③提出書類及びその複製は、新災害に提出者に無断で使用しないものとする。ただし、越谷市
情報公開条例に基づき公開する場合がある。
　（６）選考委員による参加者全員の評価等審査内容は越谷市ホームページで公表する。
　（７）選定委員会において、最優秀者として決定した者は、プロポーザル実施の結果、最適な者
として特定したものであるが、地方自治法等に基づく契約手続きの完了までは契約関係が
生じるものではない。
　（８）審査結果に関する問合せ及び異議申し立ては、一切受け付けないものとする。


様式第１号
年　　月　　日
応 募 申 請 書
（あて先）越谷市長　

（応募法人）　　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　　　
法人名　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　

　　越谷市障害者等相談支援事業業務委託に係る公募型プロポーザルに、下記のとおり、応募申請します。

記


	応募地区
	北部　・　東部　・　南部　・　西部




【担当者連絡先】
	氏名
	

	所属部署
	

	電話番号
	

	E-mail
	












様式第２号
　　　年　　月　　日

誓　　約　　書

（あて先）越谷市長　

（応募法人）　　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　　　
法人名　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　

越谷市障害者等相談支援事業業務委託に係る公募型プロポーザルに応募するにあたり、越谷市障害者等相談支援事業業務委託公募型プロポーザル実施要領に定める応募資格の要件をすべて満たしていること及び提出書類の内容について事実に相違ないことを誓約します。
また、受託事業者として決定を受けた後に辞退したことにより、越谷市が損害を受けたときは、その損害を賠償いたします。







様式第３号
見    積    書


１  件    名　　　　　越谷市障害者等相談支援事業業務委託

２  履行場所
  （納品）
百  　十 　 億  　千   百    十    万    千   百    十   円 

３  見積金額 　　　 金 
　　　　　　　　　　　　　　　ただし、記載金額は、見積もった契約希望金額の１１０分の１００相当額
                               
４  見積明細
	名称（品名）
	規格
	数量
	単位
	単価
	金額

	
	
	
	
	
	         円

	
	
	
	
	
	         円

	
	
	
	
	
	         円

	
	
	
	
	
	         円

	
	
	
	
	
	         円

	消費税及び地方消費税額（１０％）
	円

	合       　　　　　          計
	円




５  消費税課税区分        □課税事業者    □免税事業者

  越谷市契約規則、設計図書及び仕様書その他契約条件を承知のうえ、上記金額のとおり見積いたします。

年    月    日  

                        住    所                                   

   　　　氏    名                                 印

  越  谷  市  長    宛

（注意事項）
１  金額は、算用数字で記入し、頭に「￥」を付けること。
２  指名参加登録をしていない者で、代表者から権限を委任された者（代理人）が見積書を作成した場合は、代表権限のある者からの委任状を併せて提出すること。
３  見積明細には、契約希望金額（課税事業者は、消費税及び地方消費税を加算した明細とすること）の明細を記載すること。
４  「消費税課税区分」の欄は、該当する項目にレ印をつけること。

様式第４号
人件費に関する内訳書
　　年　　月　　日

支払予定の賃金に係る部分の積算を抽出して記載してください。

件名：

参考見積額： 　　　　　　　　　　　　　円（長期継続契約の場合は、全体の見積金額（税込））

人件費内訳：下表のとおり（長期継続契約の場合は、令和８年度分の人件費）

	1時間当たりの賃金※
（a）
	人数
(b)

	１日の勤務時間
(c)
	総勤務日数
(d)
	小計
(a×b×c×d)

	円
	人
	時間
	日
	円

	円
	人
	時間
	日
	円

	円
	人
	時間
	日
	円

	円
	人
	時間
	日
	円

	円
	人
	時間
	日
	円

	円
	人
	時間
	日
	円

	人件費合計
	円



※1時間当たりの賃金（支払予定額）：基本給相当額＋諸手当（毎月決まって支払われる基本的な賃金で、最低賃金制度の所定内給与に区分される手当）を１時間当たりの賃金に換算した額
※1時間当たりの賃金に含まない手当等：臨時に支払われる賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当（ただし、通勤手当、家族手当、住宅手当について、定額で支払われる場合は1時間当たりの賃金の算出に含める。）


住        所　
商号又は名称　
役 職・氏 名　　　　　　　　　　　　　　印

様式第５号
　　　年　　月　　日

越谷市障害者等相談支援事業業務委託事業に関する質問書

（あて先）越谷市長　

（応募法人）　　　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　
法人名　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　
電話番号
担当者
	質問事項（実施要領該当ページ）

	


質問事項の受け付け
1 受付期間：２０２６年６月１７日（水）から２０２６年６月２４日（水）まで
2 提出方法：電子メール又は書面
3 提出先：越谷市福祉部障害福祉課
〒３４３－８５０１
越谷市越ヶ谷四丁目２番１号
Ｅ-ｍａｉｌ　shogaifukushi@city.koshigaya.lg.jp
4 回答方法：２０２６年７月１日（水）に市ホームページ上で回答します。
※回答の際、質問者名は表示しません。
※質問及び回答は、提案内容や審査事項への影響を考慮して、この質問書以外
の方法による質問回答は一切行いません。
様式第６号
　　年　　月　　日

応　募　辞　退　届

（あて先）越谷市長

（応募法人）　　　　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　

　越谷市障害者等相談支援事業業務委託について、下記のとおり、応募を辞退します。

担当者連絡先
	氏名
	

	所属部署
	

	電話番号
	

	E-mail
	















様式第３号
見    積    書（記載例）

１  件    名　     越谷市障害者等相談支援事業業務委託

２  履行場所　     実際の事業所所在地
  （納品）
百    十    億    千    百    十    万    千    百    十    円 

３  見積金額 　　 金  　　       \　   １   ０   　6 　  ８　  ０ 　 ０ 　 ０ 　 ０　 ０

　　　　　　　　　　　　ただし、記載金額は、見積もった契約希望金額の１１０分の１００相当額
４  見積明細
	名称（品名）
	規格
	数量
	単位
	単価
	金額

	越谷市障害者等相談支援事業業務委託（○○地区）
	
	
	
	
	106,800,000円

	
	
	
	
	
	         円

	
	
	
	
	
	         円

	
	
	
	
	
	         円

	
	①課税業務のため、見積金額と見積明細の金額(税抜き)を同じ金額にする。
②契約期間の３年間合計(税抜き)の金額を記載する。

	
	
	
	         円

	消費税及び地方消費税額（１０％）
	10,680,000円

	合       　　　　　          計
	117,480,000円



５  消費税課税区分        ■課税事業者    □免税事業者

  越谷市契約規則、設計図書及び仕様書その他契約条件を承知のうえ、上記金額のとおり見積いたします。該当する項目を選択する

２０２６年〇月○○日 

住    所　○○県○○市○○
氏    名　○○○○法人○○○○
理事長　○○　○○　
  越  谷  市  長    宛
（注意事項）
１  金額は、算用数字で記入し、頭に「￥」を付けること。
２  指名参加登録をしていない者で、代表者から権限を委任された者（代理人）が見積書を作成した場合は、代表権限のある者からの委任状を併せて提出すること。
３  「消費税課税区分」の欄は、該当する項目にレ印をつけること。
